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こぶしえん 重要事項説明書 

１．施設経営法人 

（１）法 人 名 社会福祉法人徳心会 

（２）法人所在地 東京都三鷹市下連雀三丁目26番12号 

（３）代表者氏名 理事長 関 根 陸 雄 

（４）設立年月日 平成２年３月20日 

２．施設の概要 

（１）ご利用施設 

①施 設 名 こぶしえん 

②指定番号    １３７１００５２２２ 

③所 在 地 東京都目黒区下目黒六丁目18番２号 

④管 理 者 小 河 和 泉 

⑤電話番号 ０３‐５７２２‐５５５０ 

⑥F A X ０３‐５７２２‐５５７０ 

⑦開設年月日 令和３年４月１日 

⑧定 員 120名（特養） 24名（ショートステイ） 

３．法人理念・方針 

【理 念】 

「働き易い職場を創り、快適なサービスを提供します。」 

【方 針】 

（１）利用者の意向を尊重して、多様な介護サービスを提供する。 

（２）利用者が個人の尊厳を保持しながら、「その人らしさ」を大 

切にした、自立した生活を地域社会において、営むことがで 

きるように支援する。 

（３）気づき、創意を発揮し、介護サービスの質および顧客満足の 

向上に努める。 

（４）高い公共性・倫理性を旨として、事業経営の透明性を確保す 

る。 

（５）民間社会福祉事業の主たる担い手として、先駆性・独自性を 

発揮し、専門性の高い職員資質の向上に努める。 
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４．施設運営の方針 

（１）「いつでも、どこでも、だれでも」利用可能なサービス提供 

を目指します。 

（２）社会福祉法人運営施設の独自性を主張します。 

（３）安心・安全な「居場所」づくりを目指します。 

（４）笑顔のあふれる「居心地」の良さを目指します。 

（５）プロフェッショナルな仕事を提供します。 

（６）地域に開かれた運営とサービスを提供します。 

５．サービスの内容 

（１）配置基準 

職 種 配置人数 備 考 

管理者 （兼務） １名  

医 師  （非常勤） １名以上 健康管理・療養上の指導 

生活相談員 （常勤兼務） ２名以上 入居申込調整、契約、相談 

介護職員 （常勤兼務） 44名以上 日常生活全般の支援 

看護職員 （常勤兼務） ４名以上 医療的管理 

機能訓練指導員（常勤兼務） １名以上 機能訓練の実施・指導 

管理栄養士 （常勤兼務） １名以上 
食事の提供・献立、栄養指

導等を行う 

介護支援専門員（常勤兼務） ２名以上 施設サービス計画書の作成 
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（２）勤務体制 

当施設では上記の配置基準を遵守しています。職員配置の勤務体制

は以下のとおりです。 

職 種 勤務体制 

医 師 13：00～15：00（水・金）・10：00～11：00（隔週火） 

生活相談員   ８：30～17：30 

介護支援専門員 ８：30～17：30 

介 護 職 員 

早 番 ：  ７：00～16：00 

日 勤 ：  ８：30～17：30 

遅番Ａ ：  12：00～21：00 

遅番Ｂ ：  13：00～22：00 

夜 勤 ：  21：30～７：30 

看 護 職 員   ８：30～17：30 

機能訓練指導員   ８：30～17：30 

管理栄養士   ８：30～17：30 

（３）設備の概要 

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室

は全室個室となっております。 

居室・設備の種類 室数 備考 

標準個室 116室 ３階 46室・４階 46室・５階 24室 

特別個室 ４室 ３階 ２室・４階 ２室 

共同生活室 10室 ３階 ４室・４階 ４室・５階 ２室 

談話室 12室 ３階 ４室・４階 ４室・５階 ４室 

浴 室 12室 個浴 10室・特殊寝台浴 ２室 

医 務 室 １室 １階 

理美容室 １室 １階 

（４）サービス内容 

①施設サービス計画の立案 

②食事 朝食：８時～ 昼食：12時～ 夕食：18時～ 

利用者１人ひとりにあった形態での食事を提供いたします。 

受診やお出かけ等の都合で食事時間に間に合わない場合には職員 

にその旨をお伝え下さい。帰園時間に合わせて提供させていただ 

きます。 
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③入浴 

週に２回、利用者の状態に合わせた入浴方法を行います。 

④介護 

施設サービス計画に沿って下記の介護をおこないます。着替え、

排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、移動の

付添い等。 

⑤機能訓練 

各居室および共同生活室にてリハビリを行います。 

⑥生活相談 

介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

⑦健康管理 

内科回診 毎週 水・金 13：00～15：00 医務室・各居室 

精神科回診 隔週 火 15：00～17：00 医務室・各居室 

歯科回診 毎週 月・火 10：00～17：00 各居室 

⑧特別食の提供 

⑨理美容サービス 

当施設では１階の理美容室にて、理美容サービスを実施いたし

ます。料金は、別途いただきます。 

⑩行政手続代行 

⑪日常費用代行支払 

⑫レクリエーション等 

６．利用料金 

（１）利用料金 

指定介護老人福祉施設の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労

働大臣が定める基準によるものとし、施設サービスにかかる費用の 1

割～３割、居住費、食費、および日常生活等に要する費用として別に

定める利用料の合計額とする。(別表参照) 

（２）支払い方法 

お支払い方法は、銀行口座からの引き落としとなります。毎月 15日

までに前月分の請求書送付をいたしますので、指定日までに口座にお

振り込み下さい。引き落としを確認後、領収証を発行いたします。 
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７．施設利用にあたっての留意事項 

 

８．利用開始・終了の手続き 

（１）利用開始手続き 

利用開始と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援

専門員の方とご相談下さい。 

事項 備考 

面会 
10：00～17：00とさせていただきます。 

上記以外の面会は事前にご相談下さい。 

外出、外泊 

事前にお届け下さい。 

また、入院・外泊等で居室を使用していな

い場合、短期入所生活介護の空床利用と

して居室を使用させていただきます。 

飲酒 制限なし 

喫煙 敷地内全面禁煙 

施設設備・器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法

に従ってご利用下さい。これに反したご

利用により破損等が生じた場合、弁償し

ていただくことがあります。 

金銭・貴重品の管理 自己管理。希望により施設管理可。 

所持品の持ち込み 

個人スペースの範囲で自由。 

※外泊・入院等で居室を短期入所ご利用

者が使用する際は荷物を倉庫に保管させ

ていただきます。 

大きな家具などを持ち込まれる際は、移

動ができない場合がございますのでご相

談ください。 

施設外での受診 自由 

宗教活動 他者に対しては不可。 

ペット 不可 
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（２）利用終了手続き 

①利用者のご都合で終了される場合 

終了を希望する日の 30日前までにお申し出下さい。 

②自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了

いたします。 

・利用者が、他の介護保険施設での利用を開始する場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分

が、非該当（自立）または要支援もしくは要介護１～２に認定

された場合（特例の場合を除く） 

※この場合、所定の期間の経過をもって、終了していただくことに 

なります。 

・利用者が永眠された場合 

③その他 

・利用者がサービス利用料金を３ヶ月以上遅延し、料金を支払う

よう催告したにもかかわらず14日以内に支払わない場合、また

は利用者や身元保証人などが当施設の職員に対して本契約を継

続しがたいほどの背信行為を行った場合は、終了していただく

場合がございます。この場合、契約終了30日前までに文書で通

知いたします。 

・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、

契約を終了し、利用を終了していただく場合がございます。こ

の場合、契約終了30日前までに文書で通知いたします。 

・利用者の利用終了後、荷物一式の処分を希望される場合、粗大

ゴミについては処分代として実費をいただきます。 

９．身元保証人 

原則として身元保証人を定めることをお願いいたします。身元

保証人は、利用者および家族等と連帯して債務履行の責を負うと

ともに、次に定める事項について必要な事項をしていただきます。 

①利用者がサービス利用中に医療機関に入院する場合の入院手続 

き 

②契約解除やサービス中断等したときの身柄の引き取り 

③利用者の身上に関する事項等 
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10．緊急時、事故時の対応方法 

利用者の容体に急変がある等の緊急時、また、サービス提供による事

故発生時には下記連絡先、市区町村等に速やかに連絡するほか、医師に

連絡する等必要な処置を講じます。 

（１）緊急連絡先 

連
絡
先
１ 

（ふりがな） 

氏  名  続 柄  

自宅電話  携帯電話  

連
絡
先
２ 

（ふりがな） 

氏  名  続 柄  

自宅電話  携帯電話  

11．サービス内容に関する相談・苦情 

（１）当施設利用者相談・苦情担当 

（２）その他 

当施設では、第三者委員を設置し、相談・苦情を受け付けています。 

当施設以外に、公的機関の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

〈区市町村名〉 

目黒区介護保険課保険管理係 

・０３－５７２２－９５７４ 

〈公的団体〉 

東京都国保連合会苦情相談窓口 

・０３－６２３８－０１７７ 

サービス相談窓口 

担 当 部 署 相談課 

電 話 番 号 
TEL.０３－５７２２－５５５０ 

FAX.０３－５７２２－５５７０ 

受 付 時 間 ８：30～17：30 

社会福祉法人徳心会 第三者委員 

市 毛 紀 行 氏 TEL ０３－３７１２－４４６４ 

廣 瀬 晶 久 氏 TEL ０３－３７１０－０６６０ 
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12．非常災害対策 

こぶしえんでは、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を

備えるとともに、常に関係機関と連携を密にし、とるべき措置につい

あらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき訓練を行います。 

13．守秘義務に関する対策 

こぶしえんおよびこぶしえんの職員は、業務上知り得た利用者また

はその家族の秘密を保守します。 

14．身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行いません。

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には

事前に利用者およびその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、

その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由について記録します。 

15.医療体制 

（１）園内の看護体制 

看護職員は、月曜日から日曜日の８：30から17：30まで勤務して

います。但し、夜間はいつでも駆けつけられるように常時待機して

います。 

利用者の健康管理を中心に処方薬の管理、軟膏処置、傷などの消

毒、包帯交換、点眼、胃経管等の管理を行っています。 

（２）園内の診療 

医療保険による診療です。薬または診察を受けると診療費の１割

から３割を負担することとなります。 

 

①日扇会第一病院（内科嘱託医） 

 毎週  水曜日 13：00～15：00 

住所 目黒区中根２-10-20 

電話 ０３－３７１８－７２８１ 

 

     ②目黒吉田内科クリニック（内科嘱託医） 

      毎週  金曜日 13：00～15：00 

      住所  目黒区下目黒５-９-15-１ 

      電話  ０３－３７１２－６５７５ 
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 ③宝山クリニック（精神科） 

隔週  火曜日 10：00～11：00 

住所 目黒区祐天寺１-８-９-１階 

電話 ０３－６４５１－０１２６ 

④高輪会（訪問歯科） 

 毎週  月・火曜日 10：00～17：00  

 住所  港区高輪３-25-33-４階 

 電話  ０３－５４４７－２８７１ 

⑤健康診断 

 年１回の健康診断を実施します。 

（３）協力医療機関 

こぶしえんは協力いただける病院があります。 

目黒病院 

住所 目黒区中央町２‐12‐６ 

電話 ０３‐３７１１‐５６４１ 

（４）園外の受診 

原則、園外の受診に関しては身元保証人、もしくは家族で対応

していただきます。また、こぶしえんの嘱託医・看護師の判断で

通院が必要とされる場合には、園外受診となることがあります。 

（５）緊急時の対応 

①緊急入院時病状と入院先を入院後報告いたします。 

②救急車対応すぐに報告は致しますが、自宅で待機していただ

きます。搬送先病院が決まり次第報告いたします。 

（６）インフルエンザ予防接種 

①期間 

11月から２月まで実施いたしております。 

②料金自己負担（目黒区の基準額に準ずる） 

大勢の方が入居していますので流行の確率が高く、１人がイ

ンフルエンザにかかるとすぐに広がってしまいますので、利

用者全員に予防接種をしていただいています。 
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（７）終末ケア 

施設での終末ケアが可能です。 

実施にあたっては、利用者、家族と協議し対応を検討した上

で実施いたします。 
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―――― 契約をする場合は以下の確認をすること ――――― 

令和  年  月  日 

こぶしえん利用にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて、

重要な事項を説明しました。 

（事 業 者） 

所在地 東京都目黒区下目黒六丁目18番２号 

名 称 社会福祉法人 徳心会 

こ ぶ し え ん 

園 長 小 河 和 泉 ㊞ 

説明者  所 属 

               ㊞ 

私は、契約書および本書面により、事業者からこぶしえんについての重要事

項の説明を受けました。 

（利 用 者） 

〒 

住 所                         

氏 名                 

代 筆 者  □身元保証人 □その他              

 

（身元保証人） 

〒 

住 所                                                       

 

氏 名                  （続柄）     
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（別 表） 

介護老人福祉施設こぶしえん 

①介護サービス費（上段１割負担 中段２割負担 下段３割負担） 

要介護度 一日あたりの自己負担額 

要介護１ 

（670単位） 

731円 

1,461円 

2,191円 

要介護２ 

（740単位） 

807円 

1,614円 

2,420円 

要介護３ 

（815単位） 

888円 

1,776円 

2,664円 

要介護４ 

（886単位） 

966円 

1,932円 

2,898円 

要介護５ 

（955単位） 

1,041円 

2,082円 

3,123円 

 

②体制加算 ※１ 

項目 １ 日 あ た り の 自 己 負 担 額 

日常生活継続支援加算 

（46単位） 

51円／日  ※３ 

101円／日 ※３ 

151円／日 ※３ 

看護体制加算(Ⅰ) 

（４単位） 

５円／日  

９円／日  

13円／日  

看護体制加算(Ⅱ) 

（８単位） 

９円／日  

18円／日  

27円／日  

常勤医師配置加算 

（25単位） 

28円／日  

55円／日  
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82円／日  

精神科医療養指導加算 

（５単位） 

６円／日  

11円／日  

17円／日  

夜勤職員配置加算(Ⅱ) 

（18単位） 

20円／日  

40円／日  

59円／日  

夜勤職員配置加算（Ⅳ） 

（21単位） 

23円／日  

46円／日  

68円／日  

認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 

（150単位） 

167円／月  

333円／月  

 500円／月  

認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 

（120単位） 

134円／月  

267円／月  

 400円／月  

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 

（３単位） 

４円／日  ※２ 

７円／日 ※２ 

10円／日 ※２ 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 

（４単位） 

５円／日 ※２ 

９円／日 ※２ 

13円／日 ※２ 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

（22単位） 

24円 ※３ 

48円 ※３ 

72円 ※３ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

（18単位） 

20円 ※３ 

40円 ※３ 

59円 ※３ 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

（６単位） 

７円 ※３ 

13円 ※３ 

20円 ※３ 

障害者生活支援体制加算（Ⅰ） 

（26単位） 

28円  

57円  
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85円  

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） 

（41単位） 

45円  

90円  

134円  

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

（40単位） 

44円／月  

88円／月  

131円／月  

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

（50単位） 

55円／月  

109円／月  

164円／月  

安全対策体制加算 

（20単位） 

22円／回  

44円／回  

66円／回  

協力医療機関連携加算Ⅰ 

（100単位） 

109円／月  

218円／月  

327円／月  

協力医療機関連携加算Ⅱ 

（５単位） 

５円／月  

11円／月  

17円／月  

高齢者施設等感染対策向上加算

（Ⅰ） 

（10単位） 

11円／月  

22円／月  

33円／月  

高齢者施設等感染対策向上加算

（Ⅱ） 

（５単位） 

５円／月  

11円／月  

17円／月  

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

（100単位） 

109円／月  

218円／月  

327円／月  

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

（10単位） 

11円／月  

22円／月  

33円／月  

※１ 施設の職員体制に応じて加算されるものとされないものがあります。 

※２ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)および認知症専門ケア加算(Ⅱ)はいずれかの算定となります。 
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※３ 日常生活継続支援加算およびサービス提供体制加算(Ⅰ)～(Ⅲ)はいずれか一つのみの算

定となります。 

③ 個別加算 ※１ 

項目 料金 

初期加算 

（30単位） 

33円／日 ※２ 

66円／日 ※２ 

99円／日 ※２ 

個別機能訓練加算Ⅰ 

（12単位） 

13円／日  

26円／日  

39円／日  

個別機能訓練加算Ⅱ 

（20単位） 

22円／月  

44円／月  

66円／月  

個別機能訓練加算Ⅲ 

（20単位） 

22円／月  

44円／月  

66円／月  

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

（100単位） 

109円／月  

218円／月  

327円／月  

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

（200単位） 

218円／月 ※３ 

436円／月 ※３ 

654円／月 ※３ 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

（200単位） 

218円／日  

436円／日  

654円／日  

ADL維持等加算（Ⅰ） 

（30単位） 

33円／月  

66円／月  

99円／月  

ADL維持等加算（Ⅱ） 

（60単位） 

65円／月  

131円／月  

197円／月  

療養食加算 

（６単位） 

７円／食 ※４ 

13円／食 ※４ 
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20円／食 ※４ 

栄養マネジメント強化加算 

（11単位） 

13円／日  

25円／日  

37円／日  

経口維持加算(Ⅰ) 

（400単位） 

436円／月  

872円／月  

1,308円／月  

経口維持加算(Ⅱ) 

（100単位） 

109円／月  

218円／月  

327円／月  

経口移行加算 

（28単位） 

31円／日  

61円／日  

92円／日  

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

（90単位） 

98円／月  

167円／月  

295円／月  

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

（110単位） 

120円／月  

240円／月  

360円／月  

再入所時栄養連携加算 

（200単位） 

218円／回  

436円／回  

654円／回  

低栄養リスク改善加算 

（300単位） 

327円／月  

654円／月  

981円／月  

看取り介護加算（Ⅰ） 

（72単位） 

（144単位） 

（680単位） 

（1,280単位） 

79円／日 ※５ 

157円／日 ※５ 

742円／日 ※５ 

1,396円／日 ※５ 

看取り介護加算（Ⅱ） 

（72単位） 

（144単位） 

（780単位） 

（1,580単位） 

79円／日 ※５ 

157円／日 ※５ 

851円／日 ※５ 

1,723円／日 ※５ 



 17 

在宅復帰支援機能加算 

（10単位） 

11円／日  

21円／日  

33円／日  

在宅・入所相互利用加算 

（40単位） 

44円／日  

88円／日  

131円／日  

若年性認知症利用者受入加算 

（120単位） 

131円／日  

262円／日  

393円／日  

外泊時費用 

（246単位） 

269円／日 ※６ 

576円／日 ※６ 

804円／日 ※６ 

在宅サービスを利用した時の費用 

（560単位） 

611円／日 ※７ 

1,221円／日 ※７ 

1,832円／日 ※７ 

退所時栄養情報連携加算 

（70単位） 

77円／回  

153円／回  

229円／回  

再入所時栄養情報連携加算 

（200単位） 

218円／回  

436円／回  

654円／回  

退所前訪問相談援助加算 

（460単位） 

502円／回 ※８ 

1,003円／回 ※８ 

1,505円／回 ※８ 

退所後訪問相談援助加算 

（460単位） 

502円／回 ※９ 

1,003円／回 ※９ 

1,505円／回 ※９ 

退所時相談援助加算 

（400単位） 

436円／回  

872円／回  

1,308円／回  

退所前連携加算 

（500単位） 

545円／回  

1,090円／回  

1,635円／回  
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退所時情報提供加算 

（250単位） 

273円／回  

545円／回  

818円／回  

配置医師緊急時対応加算 

（勤務時間外） 

（325単位） 

355円／回  

709円／回  

1,063円／回  

配置医師緊急時対応加算（早朝・夜

間） 

（650単位） 

709円／回  

1,417円／回  

2,126円／回  

配置医師緊急時対応加算（深夜） 

（1,300単位） 

1,417円／回  

2,834円／回  

4,251円／回  

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

（３単位） 

４円／月  

７円／月  

10円／月  

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

（13単位） 

15円／月  

29円／月  

43円／月  

排せつ支援加算（Ⅰ） 

（10単位） 

11円／月  

21円／月  

33円／月  

排せつ支援加算（Ⅱ） 

（15単位） 

17円／月  

33円／月  

49円／月  

排せつ支援加算（Ⅲ） 

（20単位） 

22円／月  

44円／月  

66円／月  

自立支援促進加算 

（280単位） 

306円／月  

611円／月  

916円／月  

新興感染症等施設療養費 

（240単位） 

262円／日 ※10 

524円／日  ※10 

785円／日 ※10 
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特別通院送迎加算 

（594単位） 

648円／月  

1,295円／月  

1,943円／月  

※１ 利用者の状況により加算されるものとされないものがあります。 

※２ 入居後または退院後の 30日間を限度に料金がかかります。 

※３ 個別機能訓練加算を算定している場合は 109 円、218 円または 327 円の料金がかかりま

す。 

※４ １日に３回を限度に料金がかかります。 

※５ （Ⅰ）死亡日以前 45日以下 31日以上まで１日あたり 79円、157円または 236円。30日

以下４日以上まで１日あたり 157円、314円または 471円。死亡日以前２日または

３日 まで１日あたり 726円、1,483円または 2,224円。死亡日は 1,396円、 2,791

円または 4,186円の料金がかかります。 

（Ⅱ）死亡日以前 45日以下 31日以上まで１日あたり 79円、157円または 236円。30日

以下４日以上まで１日あたり 157円、314円または 471円。死亡日以前２日または

３日 まで１日あたり 851円、1,701円または 2,551円。死亡日は 1,396円、 3,445

円または 5,167円の料金がかかります。 

※６ 外泊または入院の際、６日間を限度に料金がかかります。 

※７ 外泊時に６日間を限度に料金がかかります。外泊時費用と併用して算定できません。 

※８ ２回を限度に料金がかかります。 

※９ １回を限度に料金がかかります。 

※10 月５日間を限度に料金がかかります。 

 

④介護職員処遇改善加算Ⅰ 

①～③までの合計額に 14.0％相当の介護職員処遇改善加算が加わります。 
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その他の料金 

① 居住費 

   １日あたり ユニット型個室（12.6㎡）：2,500円 

         ユニット型個室（18.7㎡）：3,500円 

※利用期間中に入院または自宅に外泊された期間について、６日間を限度として空床に

なった期間、室料がかかります。なお、短期入所で空床利用をした際には料金が発生

しませんが、空床利用を認めない場合、居室確保に伴う費用として全日程での室料が

発生します。 

 

② 食事に要する費用 

１日あたり 2,020円 

 

③ 預かり金等事務手数料 

１日あたり 130円  

 

④ 理美容代 

カット 1回あたり          3,300円 

  パーマ（カット・シャンプー込み）  9,680円 

  毛染め（カット・シャンプー込み）  9,680円 

 

⑤ クラブ活動費 

材料代等の実費をいただきます。 

 

⑥ その他 

電気代  

本人持ちの冷蔵庫                            50円 

本人持ちのテレビ、ラジオ等のオーディオ類、電気あんか、電気毛布     10円 

入院時の荷届（オムツ代は実費）                 １回 1,000円 

行政機関の証明書発行費用                                      実費 

 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくこ

とが適当であるものについては、その費用の実費をご負担いただきます。 

 

※上記の居住費、食費については、利用者の所得に応じて負担軽減される制度がございます。



 


